
• 乳児用調製粉乳は、牛乳を原料として製造した食品を主要原料とし、成分組成の基準
に適合するように栄養素を強化し粉末状にしたものです。

• 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 （昭和26年厚生省令第52号）に基づき「調
製粉乳」の承認を受けていることが前提になります。

【その他】
母乳が不足しているか、
乳児の発育状況等を確
認の上、用いることが
望ましいため、使用前
に医師・管理栄養士・
助産師などに御相談く
ださい。

こんな時に
母乳が足りない赤ちゃんに安心して
お使いいただけます。
服薬等で医師が授乳できないと判断
したとき など

【安全衛生上の注意】
・開缶後はなるべく早く
（1ヶ月以内）使い切
るようにしましょう。

・容器に破損、膨張等や
色、臭い、味に異常が
ある場合は使用しない

でください。

母乳代替食品とは…

赤ちゃんにとって最良の栄養は母乳ですが、母乳が不足した場合、
母乳継続が困難な場合に母乳の代替品として使用することができる
ものです。乳児の発育に必要な栄養条件を満たすよう、特別に製造
された食品(粉ミルク、液体ミルク)のことをいいます。国で許可し

たものには特別用途食品のマークが表示されています。

乳児用調製粉乳ってなに？

詳細は実際の商品の表示や、
メーカーのHPを見て御確認ください。

【保存上の注意】
・常温保存が可能です。

・直射日光を避け室温で保存してく
ださい。

・開缶後は湿気を避け、乾燥した涼
しい清潔な場所に保管し冷蔵庫等
には入れないようにしましょう。

どんな点に注意したらいいの？

どんな使い方ができるの？

どんな食品なの？
用

【特別用途食品制度に関する問合せ先】
消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800（代）

【与え方】
・赤ちゃんの個人差やリズムに合わせて、
ミルクの量や回数を加減してください。

・初めての場合は少量ずつ与えてください。

【使い方】
・ミルクを作る前には必ず手を洗いましょう。
・使用方法を御確認の上与えてください。
・１回分ずつ調乳し、作りおきや飲み残しは
与えないでください。



●乳児用調製粉乳

母乳の代替食品として使用できるものである旨

乳児にとって母乳が最良である旨

医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨

標準的な使用方法

乳児の個人差を考慮して使用する旨

栄養成分等の基準

必ず表示されている事項

熱量（エネルギー） 標準濃度の熱量（100mL当たり） 60～70kcal

成分 100kcal当たりの組成

たんぱく質 1.8～3.0g

脂質 4.4～6.0g

炭水化物 9.0～14.0g

ナイアシン※１ 300～1500μg

パントテン酸 400～2000mg

ビタミンA※２ 60～180μg

ビタミンB１ 60～300μg

ビタミンB２ 80～500μg

ビタミンB６ 35～175μg

ビタミンB12 0.1～1.5μg

ビタミンC 10～70mg

ビタミンD 1.0～2.5μg

ビタミンE 0.5～5.0mg

葉酸 10～50μg

ビオチン 1.5～10μg

成分 100kcal当たりの組成

イノシトール 4～40mg

亜鉛 0.5～1.5mg

塩素 50～160mg

カリウム 60～180mg

カルシウム 50～140mg

鉄 0.45mg以上

銅 35～120μg

セレン 1～5.5μg

ナトリウム 20～60mg

マグネシウム 5～15mg

リン 25～100mg

α-リノレン酸 0.05g以上

リノール酸 0.3～1.4g

Ca／P 1～2

リノール酸／α-リノレン酸 ５～15

※１ ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量
※２ レチノール量

ほかにも栄養成分表示、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、アレルゲン
表示等、大事な表示があります。表示をよく見て選んでください。

【乳児用調製粉乳（特別用途食品制度）に関する問合せ先】

消費者庁食品表示企画課 特別用途食品担当 TEL:03-3507-8800（代）
消費者庁ウェブサイトはこちら

乳児用調製粉乳ってなに？

実際の商品の詳細は、容器包装上の表示や、
各メーカーのウェブサイトを御確認ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/

